
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

８０．５ｈａ

４４．４ｈａ

（備考）

４８２．４ｈａ

６３．４％
（３０５．９ｈａ）

５７．６ｈａ

①地区内の耕地面積

②中心となる経営体への集積率（集積面積）

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 １２４．９ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日平成２５年２月６日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

大曲地区（戸蒔、大槻、上飯田、中飯田、古
四王際、開谷地、於倉、小貫、大島、土屋
館、寺町、米町、下飯田、上川の目、中川の
目、下川の目、中小貫、北小貫、上和合、中
和合、下和合、一東川、二東川、前田表、上
高畑、中高畑、下高畑、東戸蒔、松ノ木、中
戸蒔、西戸蒔、一戸蒔、福部内、追分、西笑
の口、東笑の口）

市町村名

大仙市

　・担い手の確保・育成
　・分散錯圃の解消
　・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　大曲地域については、３つの認定農業法人と２つの集落営農組織、認定農業者９名が中心となって
担っていく。

　川目・小貫高畑地域については、２つの認定農業法人と１つの集落営農組織、認定農業者３名が中
心となって担っていく。

　飯田地域については、３つの認定農業法人と認定農業者２名が中心となって担っていく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

　戸蒔・東川・和合地域については、認定農業者９名が中心となって担っていくほか、入作を希望す
る認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

　その他の地域（市街区域）については、１つの認定農業法人と認定農業者２名が中心となって担っ
ていくほか、入作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応してい
く。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してくださ



（参考）　中心経営体

1 ha ha
2 ha ha
3 ha ha
4 ha ha
5 ha ha
6 ha ha
7 ha ha
8 ha ha
9 ha ha
10 ha ha
11 ha ha
12 ha ha
13 ha ha
14 ha ha
15 ha ha
16 ha ha
17 ha ha
18 ha ha
19 ha ha
20 ha ha
21 ha ha
22 ha ha
23 ha ha
24 ha ha
25 ha ha
26 ha ha
27 ha ha
28 ha ha
29 ha ha
30 ha ha
31 ha ha
32 ha ha
33 ha ha
34 ha ha

計 ha ha

認農 水稲、野菜 1.3 水稲、野菜 2.7 戸蒔・東川・和合

認農法 水稲 0.9 水稲 1.9 戸蒔・東川・和合

認農 水稲 8.5 水稲、大豆 9.5 大曲、川目・小貫高畑

非公表
認農法 水稲、大豆 21.6 水稲、大豆 30.0 飯田、大曲

集 水稲、大豆 52.2 水稲、大豆 55.2 大曲、川目・小貫高畑

認農 水稲 10.9 水稲 11.9 大曲、戸蒔・東川・和合

集 水稲、大豆 17.4 水稲、大豆 18.4 大曲、戸蒔・東川・和合

認農 水稲、野菜 8.6 水稲、野菜 9.6 戸蒔・東川・和合、大曲

認農 水稲 3.4 水稲 4.4 戸蒔・東川・和合、大曲

認農法 水稲、大豆 42.8 水稲、大豆 53.0 地区全域

 認農 水稲、野菜 1.6 水稲、野菜 2.6 戸蒔・東川・和合

認農 水稲、大豆 11.4 水稲、大豆 12.4 戸蒔・東川・和合、大曲、飯田

認農 水稲 4.8 水稲 5.8 戸蒔・東川・和合

認農 水稲、野菜 4.7 水稲、野菜 5.7 大曲、川目・小貫高畑

認農 水稲、野菜 2.7 水稲、野菜 3.7 戸蒔・東川・和合、大曲、その他

認農 水稲、野菜 6.9 水稲、野菜 7.9 大曲、飯田、川目・小貫高畑

認農 水稲、野菜 6.4 水稲、野菜 7.3 戸蒔・東川・和合

水稲、花き 0.8 水稲、花き 1.8 大曲、その他

認農 水稲、花き 7.4 水稲、花き 8.4 大曲、戸蒔・東川・和合

認農 水稲 0.2 水稲 1.2 戸蒔・東川・和合

認農法 水稲、大豆 54.4 水稲、大豆 60.0 大曲、川目・小貫高畑、飯田

認農 水稲、大豆 3.2 水稲、大豆 4.2 川目・小貫高畑、飯田、大曲

認農 水稲、野菜

水稲 5.0 水稲 6.0 大曲、川目・小貫高畑

認農 水稲 1.4 水稲 2.4 戸蒔・東川・和合

水稲 1.8 水稲 2.8 戸蒔・東川・和合

認就 野菜、花き 0.4 水稲、花き 1.4 川目・小貫高畑、飯田

水稲

水稲 5.2 水稲 6.2 大曲、戸蒔・東川・和合

認農 水稲 3.9 水稲 4.9 大曲、戸蒔・東川・和合

認農 水稲、トマト 1.4 水稲 2.4 戸蒔・東川・和合

認農
認農

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

属性

３４経営体

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

1.3

現状

363.5305.9

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積
農業を営む
範囲

大曲2.3水稲

水稲 8.4 水稲 9.4 大曲、戸蒔・東川・和合

3.2 水稲、野菜 4.5 大曲、川目・小貫高畑

水稲 1.2 水稲 2.2 戸蒔・東川・和合

認農 水稲 0.6 水稲 1.4 戸蒔・東川・和合

認農

認農



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の
管理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互い
の強みを生かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

将来的に中心経営体間で分散地を解消し、団地化を目指す。



（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

大曲奈加谷地234 2,771
大曲奈加谷地235 3,119

大曲奈加谷地217 3,160
大曲奈加谷地218 3,157
大曲奈加谷地219 2,111

大曲小貫谷地59 2,704
大曲奈加谷地215 1,902
大曲奈加谷地216 3,155

川目町東83 112
川目町東84-2 109
大曲小貫谷地58 3,645

川目町東34 446
川目町東35 155
川目町東80-2 525

川目月山87-1 247
川目月山87-2 746
川目月山87-3 27

川目月山86-1 1,015
川目月山86-2 1
川目月山86-3 4

川目月山83 1,021
川目月山84 1,021
川目月山85 1,021

川目月山53 1,021
川目月山54 1,021
川目月山82-2 476

川目上総川86 912
川目上総川87 1,021
川目上総川90 1,021

飯田大道端216 3,057
飯田大道端217 3,049
川目上総川85 1,021

東川前田表100 2,051
飯田大道端215 758
飯田大道端218 1,055

大曲柳田183 1,618
東川前田表98 1,803
東川前田表99 1,983

和合菖蒲関218 3,504
和合菖蒲関219 3,444
和合荻ノ目158 474

和合菖蒲関215 2,921
和合菖蒲関216 3,127
和合菖蒲関217 3,328

和合荻ノ目195 654
和合荻ノ目229 1,774
和合菖蒲関214 2,293

和合荻ノ目230 1,160
和合荻ノ目231 143
和合荻ノ目232 2,966

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）



51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

計

大曲開谷地230 969

大曲奈加谷地169 998
大曲奈加谷地170 1,223

大曲開谷地173 71
大曲開谷地174 2,626
大曲開谷地175 3,015

大曲開谷地170 112
大曲開谷地171 681
大曲開谷地172 1,425

大曲開谷地155 1,027
大曲開谷地168 267
大曲開谷地169 495

大曲奈加谷地171 3,561
大曲奈加谷地176 880
大曲開谷地154 2,315

大曲奈加谷地237 43
大曲奈加谷地236 946

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれること
から、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。

120,120

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

0 0

大曲開谷地231 998
飯田大槻157 989
大曲下高畑43-1 1,113
大曲下高畑44 277
大曲下高畑45 1,467
大曲下高畑46 142
大曲下高畑48 664
大曲下高畑50 171
大曲下高畑51 39
大曲下高畑52 366
大曲下高畑53-1 47
大曲下高畑54-1 93
大曲下高畑57-1 406
大曲柳田250 2,554
大曲柳田251 3,053

大曲柳田271 545

大曲柳田252 2,742
大曲柳田269 2,163
大曲柳田270 1,808



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

３０．９ｈａ

３８．２ｈａ

（備考）

３７３．８ｈａ

２４３．４ｈａ

７１．１ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 ６９．１ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日令和２年１２月１７日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

花館地区（大花町、福田町、上町
１、中町、柳町、中野、常保寺、唐
関、上大戸、下大戸、間倉、豊後
野、東下袋、西下袋、上町２）

市町村名

大仙市

・担い手の確保・育成
・分散錯圃の解消
・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

中野、常保寺、唐関、上大戸、下大戸の５集落は、農地中間管理事業の重点実施地区（HPA:Hanadate
Promotion Area＝花館農地集積重点推進地域）として、１法人が中心となって担っていく。

玉川より東側の区域のうち上記を除く地域（花館東部）については、中心経営体である２２経営体が
担うほか、入作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応してい
く。

玉川より西側の地域（花館西部）については、中心経営体である７経営体が担うほか、入作を希望す
る認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してくださ



（参考）　中心経営体

1 ha ha

2 ha ha

3 ha ha

4 ha ha

5 ha ha

6 ha ha

7 ha ha

8 ha ha

9 ha ha

10 ha ha

11 ha ha

12 ha ha

13 ha ha

14 ha ha

15 ha ha

16 ha ha

17 ha ha

18 ha ha

19 ha ha

20 ha ha

21 ha ha

22 ha ha

23 ha ha

24 ha ha

25 ha ha

26 ha ha

27 ha ha

28 ha ha

計 ha ha

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

認農

認農

認農

属性

認農

水稲、畜産 2.5

２８経営体

認農

農業者
（氏名・名称）

現状

認農法

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

東部7.6

6.1水稲、花き

水稲、野菜

東部

経営作目 経営面積

6.9

5.1

88.4

水稲、野菜

水稲、花き

水稲、大豆

非公表
水稲、畜産 3.5

120.0

5.1

3.7

4.5

4.7

7.4

14.6

19.2

15.6

6.0

水稲、大豆

水稲、大豆

水稲

水稲、大豆

水稲、大豆

水稲、大豆 2.4

水稲、花き 4.2

水稲、野菜 6.7 水稲、野菜 10.0 西部

花き 0.2 花き 0.2

5.6 水稲、野菜 6.6

認農 水稲、花き 0.7 水稲、花き 1.7

認農 水稲、野菜 5.1 水稲、野菜 6.1

認農 水稲、畜産 4.4 水稲、畜産 4.6

認農 水稲、野菜

水稲、野菜 1.2

認農 水稲 5.1 水稲 6.1

認農 水稲 0.5 水稲 1.5

認農法 水稲 5.0 水稲 7.5

認農法 水稲、野菜 0.2

HPA

東部

東部

東部

水稲、大豆

水稲、大豆

水稲、野菜 水稲、野菜

水稲、大豆

水稲、大豆

2.6

3.0

水稲、大豆

4.0水稲、大豆

17.6 東部

水稲、大豆 1.7 東部

水稲、花き 0.2 東部

東部

0.7

3.0

1.7

4.0

東部

西部

西部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

全域

西部

水稲、飼料

東部

水稲、飼料3.7

1.5

277.3

認農法 野菜、花き苗 野菜、花き苗

206.2

水稲、野菜 水稲、野菜

水稲 0.5 水稲

認農

認農

認農

認農

認農 水稲、大豆 4.7 東部

認農 水稲、大豆 9.9 東部、西部

認農 水稲

13.2認農

認農 水稲、大豆 5.0 東部

東部、西部



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

18
19
71
72
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

計

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれること

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

農地中間管理機構の活用について、①四ツ屋地区との境界線、②玉川、③国道13号線及び④国道105
号線を外周とする区域を重点実施地区（HPA:Hanadate Promotion Area＝花館農地集積重点推進地
域）とする。当地域においては、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手
にかかわらず、原則として、農地を機構に貸し付けていく。中心経営体が病気や怪我等の事情で営農
の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地の一時保全管理や新たな受け手へ
の付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めていく。

基盤整備への取組方針として、農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、花館東部地域
において、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備に取り組む。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の
管理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互い
の強みを生かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

109,951

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）

花館字葛野 118
花館字葛野 339
 花館字東石田 1,004
 花館字東石田 1,004
花館字唐関 2,250
花館字葛野 180
花館字葛野 519
花館字豊後野 2,000
花館字豊後野 2,002
花館字豊後野 2,048
花館字豊後野 2,048
花館字豊後野 2,048
花館字豊後野 2,048
花館字豊後野 910



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

小又下川原地域については、中心経営体である認定農業者４経営体が担うほか、入作を希望する認定
農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

四ツ屋地域（農地水環境保全組織）については、中心経営体である認定農業者３６経営体が担うほ
か、入作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

卯時田・大村地域については、中心経営体である認定農業者９経営体が担うほか、入作を希望する認
定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

四ツ屋第一地域については、中心経営体である認定農業者１０経営体が担うほか、入作を希望する認
定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

・担い手の確保・育成
・分散錯圃の解消
・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

８５．４ｈａ

１９９．５ｈａ

（備考）

９７３．２ｈａ

５３９．７ｈａ

１２７．４ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 ２８４．９ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日令和３年１月２７日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

四ツ屋地区（百瀬、水木田、上前村、ばば
田、東田、上町、上町口、中町口、下町
口、下瀬、日照町、川崎、半在家、上谷
地、堅田、古道、新屋敷、了徳、東新谷
地、西新谷地、水呑場、上野、田中、桜
田、卯時田、杉本、不動堂、野際、二ツ
屋、鷹ノ巣、松倉、北大川原、南大川原、
前村、上原野、下原野）

市町村名

大仙市

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体

1 ha ha
2 ha ha
3 ha ha
4 ha ha
5 ha ha
6 ha ha
7 ha ha
8 ha ha
9 ha ha

10 ha ha
11 ha ha
12 ha ha
13 ha ha
14 ha ha
15 ha ha
16 ha ha
17 ha ha
18 ha ha
19 ha ha
20 ha ha
21 ha ha
22 ha ha
23 ha ha
24 ha ha

ha ha
25 ha ha
26 ha ha
27 ha ha
28 ha ha
29 ha ha
30 ha ha
31 ha ha
32 ha ha
33 ha ha
34 ha ha
35 ha ha
36 ha ha
37 ha ha
38 ha ha
39 ha ha
40 ha ha
41 ha ha
42 ha ha
43 ha ha
44 ha ha
45 ha ha
46 ha ha
47 ha ha
48 ha ha
49 ha ha
50 ha ha
51 ha ha
52 ha ha
53 ha ha
54 ha ha
55 ha ha
56 ha ha
57 ha ha
58 ha ha
59 ha 1.4 ha

計 ha ha
認農 四ツ屋地域水稲、えだまめ 1.4

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 農業を営む範囲

四ツ屋地域4.0
4.4
13.5水稲

水稲、野菜

水稲、花き

四ツ屋地域
四ツ屋第一地域

水稲、花き

水稲、野菜

水稲
認農
認農

非公表

557.0

水稲、飼料

水稲、大豆

水稲、大豆

水稲、大豆

8.7

429.6

1.4 水稲 4.0

19.1 水稲 20.3

2.0 水稲、野菜 2.4

28.2

6.1
61.8
7.8

2.1 水稲 10.0

7.9

水稲、大豆

現状農業者
（氏名・名称） 経営作目 経営面積

1.7
2.4
11.2
3.8水稲、野菜

水稲、大豆

水稲、大豆

５９経営体

認農
認農
集

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

認農

属性

認農

認農 水稲 3.7 水稲 4.8 四ツ屋地域
認農 水稲 四ツ屋地域
認農 四ツ屋地域
認農 水稲、大豆、えだまめ 4.5 水稲、大豆 7.0 四ツ屋第一地域

水稲

四ツ屋第一地域

四ツ屋第一地域

四ツ屋第一地域

四ツ屋第一地域

四ツ屋第一地域

認農 水稲、葉たばこ 9.5 水稲、葉たばこ 12.0 四ツ屋地域

認農法

4.2
9.5
70.0
13.0
13.0

水稲、野菜

水稲、飼料

四ツ屋地域
小又下川原地域

認農 水稲 2.9 水稲 4.0 四ツ屋地域
認農 水稲
認農 水稲 水稲 8.8

認農 水稲、野菜 5.8 水稲、野菜 7.0 四ツ屋地域
水稲、野菜 37.0 四ツ屋地域認農法 水稲、野菜

認農 水稲、野菜 11.5 水稲、野菜 12.6 卯時田・大村地域

四ツ屋地域
認農 水稲、大豆 4.2 水稲、大豆 5.4 四ツ屋地域

水稲、野菜

認農 水稲、葉たばこ 2.3 水稲、葉たばこ 4.8 四ツ屋地域
 認農  水稲、葉たばこ  水稲、葉たばこ  四ツ屋地域

認農 水稲 15.2 水稲 17.3 卯時田・大村地域

認農 水稲、野菜 10.8 水稲、野菜 16.4 卯時田・大村地域

水稲、野菜 3.5 水稲、野菜 2.5 四ツ屋地域
集 水稲、大豆 7.0 水稲、大豆 8.0 四ツ屋地域

認農 水稲、飼料 6.6 水稲、飼料 10.2 四ツ屋地域
認農 水稲 10.1 水稲 11.9 四ツ屋第一地域

認農 水稲 15.0 水稲 16.0 卯時田・大村地域

認農 水稲、野菜 9.6 水稲、野菜 14.1 四ツ屋第一地域

認農法 大豆 6.9 大豆 12.6 四ツ屋地域
認農 水稲 7.1 水稲 7.2 四ツ屋地域

認農法 水稲、飼料 8.8 水稲、飼料 8.8 四ツ屋地域
認農 水稲、野菜、花き 8.2 水稲、野菜 13.7 四ツ屋第一地域

認農 水稲、飼料 0.2 水稲、飼料 1.2 卯時田・大村地域

認農 水稲 2.3 水稲 5.0 四ツ屋地域

認農 水稲、飼料、野菜 12.4 水稲、飼料 15.6 四ツ屋地域
認農 水稲、大豆 2.4 水稲、大豆 5.5 四ツ屋地域

認農 水稲、野菜 19.2 水稲、野菜 19.5 卯時田・大村地域

認農 水稲、野菜 2.6 水稲、野菜 3.0 小又下川原地域

水稲、野菜 4.0 水稲、野菜 5.0 四ツ屋地域
認農 水稲、野菜 9.0 水稲、野菜 11.0 卯時田・大村地域

花き、野菜 0.3 花き、野菜 0.8 四ツ屋地域
水稲 0.6 水稲 2.6 卯時田・大村地域

認農 水稲 7.4 水稲 9.0 小又下川原地域

認農 水稲、野菜 6.3 水稲、野菜 6.7 四ツ屋地域

認農 水稲 0.7 水稲 3.0 四ツ屋地域
認農 水稲、野菜 0.2 水稲、野菜 1.2 卯時田・大村地域

認農 水稲 3.2 水稲 3.7 四ツ屋地域
認農 水稲 0.3 水稲 1.3 四ツ屋地域

認農 水稲、野菜 8.7 水稲、野菜 11.8 四ツ屋地域
認農 水稲 6.7 水稲 6.7 四ツ屋地域

認農法 水稲、野菜 0.9 水稲、野菜 0.9 四ツ屋地域
水稲、野菜 3.2 水稲 5.9 四ツ屋地域

水稲 5.6 水稲 6.3 四ツ屋地域
認農 水稲 5.9 水稲 8.5 小又下川原地域

認農 水稲、野菜 7.8 水稲、野菜 10.0 四ツ屋地域
認就 野菜 0.9 野菜 1.0 四ツ屋地域



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1 四ツ屋字新屋敷159
2 四ツ屋字新屋敷160
3 四ツ屋字新屋敷161
4 四ツ屋字下前村98
5 四ツ屋字下前村99
6 四ツ屋字下前村100
7 新谷地字小萱場204
8 松倉字松倉21
9 松倉字松倉22

10 松倉字松倉25
11 松倉字松倉26
12 松倉字松倉126
13 松倉字松倉127
14 松倉字松倉128
15 松倉字松倉129
16 高関上郷字半在家145

計

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

48,171

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれることか
ら、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の
管理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互い
の強みを生かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

将来的に中心経営体間で分散地を解消し、団地化を目指す。

2,707
1,921

1,528
3,514

10,965

547

360
1,252

2,376

6,827

1,021
1,021
1,021

606
1,000

668



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

　・担い手の確保・育成
　・分散錯圃の解消
　・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現
状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

１０５．７ｈａ

１８．２ｈａ

（備考）

４２５．５ｈａ

５６．３％
（２３９．７ｈａ）

４４．８ｈａ

①地区内の耕地面積

②中心となる経営体への集積率（集積面積）

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 １２３．９ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日平成２５年２月６日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

大川西根地区（嶋村、仁応治、大嶋、新
堀、瀬下、元木、中西根、宇津台、小
館、切上、道地、成沢、鳥居、船場、蛭
川南部、蛭川北部、中道地野）

市町村名

大仙市

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　大曲西根地域の農地利用は、３つの認定農業法人と、認定農業者３名が中心となって担っていく。

　蛭川地域の農地利用は、認定農業者１名が中心となって担っていく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体

1 ha ha
2 ha ha
3 ha ha
4 ha ha
5 ha ha
6 ha ha
7 ha ha
8 ha ha
9 ha ha
10 ha ha
11 ha ha
12 ha ha
13 ha ha
14 ha ha
15 ha ha
16 ha ha
17 ha ha
18 ha ha
19 ha ha
20 ha ha
21 ha ha
22 ha ha
23 ha ha
24 ha ha
25 ha ha
26 ha ha
27 ha ha
28 ha ha
29 ha ha
30 ha ha
31 ha ha
32 ha ha

33 ha ha

34 ha ha

35 ha ha
36 ha ha
37 ha ha
38 ha ha
39 ha ha
40 ha ha
41 ha ha

計 ha ha

2.8 大曲西根、蛭川認農 水稲 2.8 水稲

1.8
19.7
1.3
7.1
6.1

非公表

大曲西根

大曲西根

大曲西根

大曲西根

大曲西根、蛭川

大曲西根、蛭川

大曲西根、蛭川

大曲西根、蛭川

大曲西根、蛭川

水稲、野菜

水稲、野菜

10.1
7.9
2.7
6.6
2.3
19.7
2.2
7.1
6.2

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲
水稲、野菜

水稲、野菜

水稲
水稲、菜の花

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲
水稲、野菜

水稲、野菜 1.1 水稲、野菜 1.2 大曲西根

認農法 水稲、大豆 9.2 水稲、大豆 9.2 大曲西根

野菜 0.2 野菜 0.2 蛭川

認農 水稲 2.8 水稲 2.8 大曲西根

認農 水稲、野菜 6.6 水稲、野菜 6.6 大曲西根

認農 水稲、野菜 10.5 水稲、野菜 11.6 大曲西根

認農 水稲 1.3 水稲 1.3 大曲西根

認農法 水稲 0.4 水稲 13.1 大曲西根

 認農 水稲 8.1 水稲 9.1 大曲西根、蛭川

認農法 水稲 32.7 水稲 32.7 大曲西根

水稲、野菜 1.2 水稲、野菜 1.8 大曲西根、蛭川

認農 水稲 12.1 水稲 12.1 大曲西根

認農 水稲、花き 6.1 水稲、花き 6.7 大曲西根

水稲、野菜 4.3 水稲、野菜 4.6 大曲西根

認農
認農

認農
認農
認農

認農
認農

大曲西根

認農 水稲、大豆 2.6 水稲、大豆 2.6 大曲西根

認農 水稲、野菜 5.8 水稲、野菜 5.8 大曲西根

認農 水稲、花き 10.7 水稲、花き 10.7 大曲西根

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲
水稲、菜の花

水稲、野菜

認農 水稲 1.4 水稲 1.4

1.0 水稲、野菜 1.2

認農 水稲、野菜 14.0 水稲、野菜

認農法 水稲、大豆 11.7 水稲、大豆 11.7

 認農 水稲、野菜 0.2 水稲、野菜 4.9 大曲西根

認農法 水稲、大豆 0.0 水稲、大豆 10.0 大曲西根

14.5
認農 水稲、花き 3.2 水稲、花き

認農 水稲、野菜 2.3 水稲、野菜 2.3 大曲西根

認農 水稲、花き 9.2 水稲、花き 10.9 大曲西根

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

属性

大曲西根

6.6 水稲、野菜 8.6 大曲西根

水稲、野菜 大曲西根

大曲西根

大曲西根

3.7 大曲西根

10.1
7.6
1.9
4.5

認農

水稲、野菜 4.5 水稲、野菜 4.6 大曲西根

水稲 0.7認農

４１経営体

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

現状

284.5239.7

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 農業を営む範囲

水稲 0.0

大曲西根

大曲西根、蛭川

認農
認農

水稲
水稲

2.9
4.1

水稲
水稲

5.6
4.7



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の管理を行
う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互いの強みを生
かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

将来的に中心経営体間で分散地を解消し、団地化を目指す。



（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

計

大曲西根字元木347 605
大曲西根字元木348 1,345

蛭川字吉兵エ野365 1,332

蛭川字吉兵エ野362 180
蛭川字吉兵エ野363 1,615
蛭川字吉兵エ野364 3,024

大曲西根字西道地野468 3,046

大曲西根字大嶋東651-1 2,496
大曲西根字中道地野396 924
大曲西根字中道地野397 3,080
大曲西根字中道地野398 3,040
大曲西根字中道地野399 252

1,054

蛭川字上屋敷450 4,386

蛭川字大方寺14 99
蛭川字大方寺19-2 142

2,976
83

3,007
358

蛭川字上屋敷451 3,397

蛭川字上屋敷18 158

大曲西根字大嶋東680-1
大曲西根字上寺野358
大曲西根字上寺野359
大曲西根字上寺野360
大曲西根字上寺野361
蛭川字石山下279 1,000

883
445

3,030
3,012

大曲西根字大嶋499
大曲西根字大嶋500
大曲西根字大嶋501
大曲西根字川原崎67-1
大曲西根字川原崎68-1
大曲西根字上寺野386
大曲西根字上寺野387

2,569
1,421

43

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれるこ
とから、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

272,563 0 0

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

２９２．１ｈａ

７７．６ｈａ

（備考）

７９８．２ｈａ

４１０．５ｈａ

１８３．５ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 ３６９．７ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日令和３年１月２９日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

内小友（中山一、中山二、小出沢、荒町、
太田、元木、九十九沢、高寺、寺山、中田
一、中田二、上中田、宮林一、宮林二、宮
林三、大島、中沢、館前、島根、仙北屋、
上伊岡、下伊岡、山王堂、七頭）

市町村名

大仙市

・担い手の確保・育成
・分散錯圃の解消
・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

内小友東部地区については、中心経営体である集落型農業法人をはじめ、認定農業者１９経営体が担っ
ていく。

内小友西部地区については、中心経営体である集落型農業法人をはじめ、認定農業者１７経営体が担っ
ていく。

基盤整備外区域については、中心経営体である集落型農業法人をはじめ、認定農業者２９経営体が担っ
ていく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体

1 ha ha

2 ha ha

3 ha ha

4 ha ha

5 ha ha

6 ha ha

7 ha ha

8 ha ha

9 ha ha

10 ha ha

11 ha ha

12 ha ha

13 ha ha

14 ha ha

15 ha ha

16 ha ha

17 ha ha

18 ha ha

19 ha ha

20 ha ha

21 ha ha

22 ha ha

23 ha ha

24 ha ha

25 ha ha

26 ha ha

27 ha ha

28 ha ha

29 ha ha

30 ha ha

31 ha ha

計 ha ha

農業者
（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲
東部、西部、整備外100.0

25.0

6.3水稲、大豆

水稲

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

 認農

認農法

認農法

属性

認農法

認農

経営作目 経営面積

51.7

認農

認農

認農

認農

認農法

91.8

23.9

5.3

2.2

7.4

15.3

3.3

水稲、大豆

水稲

水稲、大豆

3.2

7.4

16.3

4.3

0.0

26.7

90.0

水稲、大豆 36.9 水稲、大豆

２７経営体 672.8

水稲

水稲、野菜

 水稲

水稲、野菜

 認農  水稲 0.1  水稲

認農法

認農法 51.7 水稲水稲

非公表

60.2

0.1

5.3

42.2

水稲、野菜

水稲、大豆

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲、大豆

水稲、野菜

認農法 水稲 29.9 水稲 32.8

認農 水稲、そば 6.3 水稲、そば

認農法 水稲、野菜 19.5 水稲、野菜

7.3

20.0

0.0

水稲

水稲、野菜

 水稲

水稲、野菜

水稲、大豆

認農 水稲 0.8 水稲 2.1 西部、整備外
認農 水稲、野菜 31.8 水稲、野菜 40.0

水稲 5.1 水稲 6.1

認農法 野菜 0.0 野菜 17.0

認農法 水稲 31.1 水稲 31.1

認農 水稲、大豆 3.6 水稲、大豆 4.6

認農法 水稲 18.7 水稲 50.0

認農 水稲、野菜 6.3 水稲、野菜 8.7

認農 水稲、そば 6.6 水稲、そば 9.4

認農 水稲 5.3 水稲 6.3

認農法 野菜 0.0 野菜 1.7

 認農  水稲 0.1  水稲 0.0

水稲 0.4 水稲 3.1

 認農  水稲 0.1  水稲 0.0

認農法 水稲、大豆 38.2 水稲、大豆 41.5

489.3

東部、整備外
整備外
東部、西部、整備外

整備外
整備外
東部、整備外
 東部、西部、整備外

東部、西部、整備外

西部、整備外

東部、西部、整備外

東部、整備外
東部、西部、整備外

東部、西部、整備外

西部、整備外

東部、西部、整備外

 東部、西部、整備外

西部、整備外
東部、整備外
西部、整備外
東部、整備外
東部、西部、整備外

東部、整備外
東部、整備外

西部、整備外
東部、整備外
 東部、西部、整備外

整備外
西部、整備外
 西部、整備外



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1 粟沢　計12筆

2 伊勢堂　計10筆

3 岡崎　計11筆

4 下伊岡　計21筆

5 下田谷地　計16筆

6 鴨沢　計5筆

7 館前　計15筆

8 宮下　計2筆

9 宮後　計17筆

10 宮西　計10筆

11 宮前　計19筆

12 宮東　計3筆

13 熊ノ沢　計3筆

14 元木　計95筆

15 後谷地　計28筆

16 荒山台　計1筆

17 荒町　計43筆

18 高寺　計22筆

19 三ツ屋　計10筆

20 山根　計38筆

21 四ッ村　計1筆

22 寺山　計101筆

23 七頭　計121筆

24 小滝川登　計5筆

25 上伊岡　計12筆

26 上高花　計40筆

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の管
理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互いの
強みを生かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

将来的に中心経営体間で分散地を解消し、団地化を目指す。

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）

5,615

6,480

13,021

15,712

7,525

3,575

5,165

256

9,706

9,047

19,215

888

2,865

75,625

31,567

4,284

21,934

17,983

7,251

27,474

74

144,910

97,042

4,543

6,987

33,063



27 上中田　計37筆

28 上余リ目　計125筆

29 新処　計3筆

30 森東　計1筆

31 西村　計10筆

32 石持　計18筆

33 石神　計11筆

34 仙北屋　計57筆

35 浅川　計74筆

36 前田橋　計55筆

37 太田　計35筆

38 台林　計3筆

39 大関　計19筆

40 大明神　計4筆

41 地蔵田　計2筆

42 中伊岡　計93筆

43 中尻引　計90筆

44 中沢　計132筆

45 中田伊勢堂　計36筆

46 中田宮西　計47筆

47 中田宮東　計22筆

48 中土　計8筆

49 中嶋　計1筆

50 中野　計3筆

51 鳥越沢　計7筆

52 鳥海沢　計33筆

53 典久　計11筆

54 田出沼　計49筆

55 東後谷地　計5筆

56 堂ノ前　計13筆

57 南尻引　計100筆

58 馬場　計104筆

59 福田　計7筆

60 北太田　計84筆

61 落合　計53筆

62 裏地　計13筆

30,663

54,013

8,789

52,253

56,263

11,486

計 1,502,472

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれることか
ら、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

28,771

114,108

2,352

62

817

14,057

6,892

39,802

16,934

24,197

16,691

7,082

8,851

農地の所在（地番）
貸付け等の区分（㎡）

貸付け 作業委託 売渡

52,662

43,220

23,682

2,584

10,080

1,831

3,923

53,956

49,013

91,756

15,039

40,008

21,850

12,705

1,085

4,841

8,347



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

９６．７ｈａ

６２．６ｈａ

（備考）

５４９．３ｈａ

３０４．８ｈａ

６３．０ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 １５９．３ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日令和３年１月２８日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

藤木地区（本藤木、糠塚、一本木、
谷地板杭、甲新藤木、乙新藤木、大
久保、上大保、下大保、追分、樋
渡、石堂、南下深井、北下深井、八
圭）

市町村名

大仙市

・担い手の確保・育成
・分散錯圃の解消
・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

藤木地域（資源保全隊の地域）については、中心経営体である認定農業者３６経営体が担うほか、入
作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

谷地板杭地域（環境保全グループの地域）については、中心経営体である認定農業者４経営体が担う
ほか、入作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体

1 ha ha

2 ha ha

3 ha ha

4 ha ha

5 ha ha

6 ha ha

7 ha ha

8 ha ha

9 ha ha

10 ha ha

11 ha ha

12 ha ha

13 ha ha

14 ha ha

15 ha ha

16 ha ha

17 ha ha

18 ha ha

19 ha ha

20 ha ha

21 ha ha

22 ha ha

23 ha ha

24 ha ha

25 ha ha

26 ha ha

27 ha ha

28 ha ha

29 ha ha

30 ha ha

31 ha ha

32 ha ha

33 ha ha

34 ha ha

35 ha ha

36 ha ha

計 ha ha

藤木集落

認農 水稲 2.6 水稲 4.0 藤木集落

認農法 水稲、大豆 4.3 水稲、大豆 6.1 藤木集落

認農法 水稲、大豆 2.3 水稲、大豆 5.5 藤木集落

認農 水稲、大豆 5.6 水稲、大豆 6.8 藤木集落

認農 水稲 4.8 水稲 7.5 藤木集落

非公表

水稲 2.4 水稲 5.0

枝豆 2.7 枝豆 2.8 藤木集落

水稲 1.0 藤木集落

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

認農

認農

認農

属性

認農

6.0 藤木集落

認農法

認農法 水稲、そば 48.6

３６経営体

認農

認農

農業者
（氏名・名称）

 認農

経営作目 経営面積

6.6
9.3
4.0
5.5
7.7

現状

認農

認農

認農 3.5

水稲、花き

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲

水稲

水稲

5.0

6.0

8.5

4.2

5.2

4.9

23.3

4.1水稲、野菜

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

藤木集落8.0

11.2

5.9水稲、野菜

水稲、野菜

水稲、花き

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

水稲

水稲、野菜

認農 水稲 17.8 水稲 20.0 藤木・谷地板杭集落

水稲、野菜 水稲、野菜

水稲、野菜

水稲、野菜

水稲

水稲

4.4
20.1

認農 水稲、野菜 19.0 水稲、野菜 21.5

集 水稲、大豆 21.3 水稲、大豆 24.6

認農 水稲 9.2 水稲 10.0

認農 水稲 3.2 水稲 6.0

水稲 7.7

認農 水稲 5.4 水稲 6.0

認農 水稲、花き 5.3 水稲、花き 4.7

水稲 2.6 水稲 1.5

水稲 5.0 水稲 5.9

水稲 7.4

藤木集落0.1 3.5

藤木集落

谷地板杭集落

藤木・谷地板杭集落

藤木・谷地板杭集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

藤木集落

水稲、野菜 水稲、野菜2.7
水稲、そば 61.3

藤木集落

309.5

水稲

246.5

認農 水稲

認農 水稲 0.2 水稲

認農 水稲 1.2 水稲

認農 水稲 3.5 水稲

認農 水稲 0.2

4.0 藤木集落

藤木集落

藤木集落

認農 水稲 2.0 水稲 2.2 藤木集落

0.5

水稲 0.7 水稲 1.5

水稲 1.2 水稲 1.7



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1 藤木字新田209
2 藤木字新田210
3 藤木字新田211
4 藤木字新田212
5 藤木字新田213
6 下深井字北下深井50
7 六郷西根字福米地153-1
8 六郷西根字福米地153-2
9 下深井字北田282

10 下深井字北田283
11 下深井字樋渡道の上254
12 藤木字乙本田135
13 藤木字中島78
14 下深井字新百年6-3
15 下深井字新百年47
16 下深井字新百年57-2
17 下深井字新百年163-1
18 下深井字新百年163-5
19 下深井字新百年163-6
20 下深井字新百年166
21 藤木字甲本田208
22 藤木字甲本田209
23 藤木字甲本田210
24 藤木字甲本田211
25 藤木字甲本田212

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互い
の強みを生かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

将来的に中心経営体間で分散地を解消し、団地化を目指す。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の
管理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）

2,398
2,399
2,400

2,410
2,411
2,412
2,413
2,414

2,401
2,402
2,403
2,404
2,405
2,406
2,407
2,408
2,409

2,415
2,416
2,417
2,418
2,419
2,420
2,421
2,422



26 藤木字甲本田213
27 藤木字八幡腰158
28 下深井字北下深井18-1
29 下深井字北下深井19-1
30 下深井字北下深井20
31 下深井字北下深井21-1
32 下深井字高田1-1
33 下深井字高田2
34 下深井字高田3
35 下深井字高田4
36 下深井字高田5
37 下深井字高田239-1
38 下深井字高田240-1
39 下深井字高田241-1
40 下深井字高田242
41 下深井字高田243
42 下深井字高田244
43 下深井字高田245-1
44 下深井字高田248-1
45 下深井字高田250-1
46 六郷西根字沼口下段47
47 六郷西根字沼口下段48-1
48 藤木字中島154

計

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれること
から、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

344,472

2,423
2,424
2,425
2,426
2,427
2,428
2,429
2,430
2,431

2,441
2,442
2,443
2,444
2,445

2,432
2,433
2,434
2,435
2,436
2,437
2,438
2,439
2,440



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

　角間川町部地区（内町、新町、愛宕町、新道集落）の農地利用は、中心経営体である認定農業者５経
営体が担うほか、入作を希望する地区内外の認定農業者、認定農業法人等の受入れを促進することによ
り対応していく。
　角間川東部地区（中野、上中野、北中野、道東集落）の水田利用は、中心経営体である集落営農組織
や認定農業者６経営体が担うほか、入作を希望する地区内外の認定農業者、認定農業法人等の受入れを
促進することにより対応していく。
　角間川西部地区（中木内、上木内、布晒、門目、東木内、西木内集落）の水田利用は、中心経営体で
ある認定農業者、認定農業法人、集落営農組織が１５経営体が担うほか、入作を希望する地区内外の認
定農業者、認定農業法人等の受入れを促進することにより対応していく。
注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

・担い手の確保・育成
・分散錯圃の解消
・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

７８．５ｈａ

５５．４ｈａ

（備考）

４３２．６ｈａ

２６３．６ｈａ
（６０．９ｈａ）

７．１ｈａ

①地区内の耕地面積

②中心となる経営体への集積率

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 １３３．９ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日平成２５年５月１日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

角間川地区（内町、新町、愛宕町、新
道、道東、中野、上中野、中木内、上木
内、布晒、門目、東木内、西木内、北中
野）

市町村名

大仙市

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体

1 ha ha

2 ha ha

3 ha ha

4 ha ha

5 ha ha

6 ha ha

7 ha ha

8 ha ha

9 ha ha

10 ha ha

11 ha ha

12 ha ha

13 ha ha

14 ha ha

15 ha ha

16 ha ha

17 ha ha

18 ha ha

19 ha ha

20 ha ha

21 ha ha

22 ha ha

23 ha ha

24 ha ha

25 ha ha

計 ha ha２５経営体

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

14.9

現状

263.6

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 農業を営む範囲

角間川西部15.0水稲

2.4 水稲 2.0 角間川町部認農

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

属性

認農法

水稲

水稲

認農 水稲 水稲 2.0

水稲、大豆 19.7

認農 水稲、スイカ 7.3 水稲、スイカ 8.3

認農法 水稲、大豆 62.4 水稲、大豆 65.1

認農 水稲 8.2 水稲 10.0 角間川町部

認農 野菜 0.4 野菜 1.0 角間川町部

非公表

角間川東部

認農 水稲 2.4 水稲 3.0 角間川町部

認農 水稲 2.1 水稲 3.0 角間川町部

角間川西部

認農 水稲 5.3 水稲 6.0 角間川西部

認農 水稲 5.0 水稲 6.0 角間川西部

水稲 1.7 水稲 1.7 角間川西部

角間川西部

集 水稲 25.9 水稲 25.9 角間川西部

集 水稲 14.0 水稲 12.5 角間川西部

認農 水稲 4.0 水稲 5.0 角間川西部

認農 水稲 2.6 水稲 2.6 角間川西部

個人 水稲 2.1 水稲 2.1 角間川西部

1.1 角間川西部

角間川西部

認農 水稲 5.4 水稲、大豆 6.4 角間川東部

集 水稲、大豆 25.3 水稲、大豆 25.3 角間川東部

集 水稲、大豆 14.9

角間川東部

認農 水稲 1.1 水稲 1.1 角間川東部

水稲、大豆 14.5 角間川東部

認農法 水稲、大豆 21.7 水稲、大豆 25.0

集 水稲、大豆 23.2

認農 水稲、大豆 1.8 水稲、大豆 2.0

270.7

認農 水稲 8.3 水稲 5.5 角間川西部

認農



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

計

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれることか
ら、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。

認定農業者の後継者の就農と定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図る。

人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の管
理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互いの
強みを生かした連携の仕組みを地域全体で考えていく。

将来的に中心経営体間で分散地を解消し、団地化を目指す。

No

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）


